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（
財
政
金
融
委
員
会
）

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
等
の
見
地
か
ら
、
関
税
率
等
に
つ
い
て
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
ほ
か
、
通
関
制
度
の
改
善
、
税
関
に
お
け
る
水
際
取
締
り
の
強
化
等
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
際
競
争
力
強
化
・
利
便
性
向
上
の
た
め
の
通
関
制
度
の
改
善
等

１

法
令
を
遵
守
す
る
体
制
を
整
え
て
い
る
輸
出
入
者
等
に
対
す
る
特
例
措
置
の
改
善
等
を
行
う
。

２

国
際
郵
便
物
に
係
る
輸
出
入
通
関
手
続
の
見
直
し
等
を
行
う
。

３

経
済
連
携
協
定
の
実
施
規
定
を
一
般
規
定
化
す
る
。

二
、
税
関
に
お
け
る
水
際
取
締
り
の
強
化

１

深
刻
化
す
る
社
会
悪
事
犯
等
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、
罰
則
水
準
の
見
直
し
等
を
行
う
。

２

著
作
権
及
び
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
物
品
を
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
追
加
す
る
。

三
、
特
恵
関
税
制
度
の
改
正
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Ｌ
Ｄ
Ｃ
（
後
発
開
発
途
上
国
）
に
対
す
る
特
別
特
恵
関
税
の
対
象
品
目
の
追
加
を
行
う
。

四
、
暫
定
関
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長
等

１

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
暫
定
関
税
率
、
農
産
品
に
係
る
特
別
緊
急
関
税
制
度
及
び
牛
肉

又
は
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
一
年
延
長
す
る
。
た
だ
し
、
牛
肉
に
係
る
関
税
の

緊
急
措
置
に
つ
い
て
は
、
発
動
基
準
数
量
を
算
出
す
る
際
の
基
礎
と
な
る
輸
入
数
量
を
、
原
則
と
し
て
平
成
十
四
年
度
と

平
成
十
五
年
度
の
輸
入
実
績
の
平
均
と
す
る
。

２

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
沖
縄
型
特
定
免
税
店
制
度
等
の
適
用
期
限
を
五
年
延
長
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
の
関
税
減
収
見
込
額
は
約
五
億
九
千
万
円
で
あ
る
。


